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医療法27条の規定に基づくMRI搭載車移動式医療装置の使用前検査及び
使用許可の取扱いについて（通知）
このことについて、令和８年３月25 日付けで厚生労働省医政局総務課から別添のとおり事務連絡がありました。
つきましては、保健所職員へ周知いただきますようお願いいたします。
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